
監 査 報 告 書

国蚊駒去人法第 ー ー 条第 6 敲ぴ国献軸人朧行糊囁第 ー 条の 2 第 5 難びに国献朔人法第

3 5条2において準用すろ蓼拉行鵬⑪U法第3 8条第2項の朧璽二基づき、国畝軸人ヰ朧教盲

大学の儡ロ5年4月 ー 日から鋼6年3月 3`ー 日まで・の20期事滸度の鶏に関し_て駐・を軸しま

したので、 以下のとおり軸します。

ー・ 駐の柵脾の内容
~~ 雫ば 当期の圖計瞰 '青:' 髑襲こ従しヽヽ 学長 =…・=ョ`

員等」 という。) と意,思疎通を図り、 必要}」応して鵬とし 開の収 寿..ー~
努めるとともに、 徨員会そのイー 睾… 囁プょに出嗣るほヵゝ` 役幟員等ヵゝらその幟の腑幟婆こっいて報
告を受快 必要轟こ応じ繭明を求めヽ …… 此プょ決裁等を閲覧し、 事務局、 そ咄の甥な部局におしヽて
織及ひ財産の幟を調査しま し鵬
また、 本学におけるガノヾナンス幟j禅敲~ …〔‥睾 (以下 「役員」 という。 〉 のブ

&こ適合することを確保するための体制 (以下 「内繝調」システム」 とぃ。 ) )こっいて 役蝿
の團篇及ぴの状況貶こっいて鯛的蚤こ報出を受倣 必要貯こ応じて説明を求めま しナ『
さ らに、 会計朧轟こ関しては、 会計闊ヵ蓑琢虫立の立場を幟し~ ヵゝっ` 祇ナょ駐を舗してぃるか

を馴ぴ検証する と と もに、 会言十蝿ヵゝらそのの馴テ幟にっいて鵬を受け、 必要蓄こ応 じで説
明を求め、 財鵜表 ⑪照表、 鵬算薯、 鵬百り封計算書、 キャッシュ ・ フロー計箕馨ヽ 禾【溢の

' 〕幸 ・ '縄寓 ` ー書酪こっき閘しまじナ亀

(以下 「役職

言…ァ~髏~の輛が幟

一等からそ

(ー) 識の⑪ぴ中期 目標の⑪

国立大朔オ朧道瀕大学の瓢の舗幟瞥こっ〟 ヽ て、 幟蔓こ従っ て誕貯こ難されて〟 ヽる か

どうヵゝを圖しナ鋪果、 及ぴ中期目標の着実尹幟に向簾ナ効軸ヵ抄勅軸瞥こ′.されてレヽるかどう

か)こっし ヽ て朧しナ:結果、 特壷こ指摘すべき瞰轟潮め られません。 〝

('2) 内腑帝=システム嘲及ぴー 髑 に関する渕兄

〟 鵬B統市囁システムの虻及ぴ- ==の状鱒兄を膣しナ〔結果` 特}こ朧すべき

〈3) 鵬の征行為及幟罷こ敲する韓の有無

′役員の耳瞞の腑に関 し` 征の行為又)諷幟藍こ敲する韓・鱒こっぃてば
〝韓忍められません。

(4) 事業報告書
事業報告害は 国立朧人ヰ離道號大学の縄 〝》;

(5) 財務諸糟 〝
会言†凧でぁる太朧績蹟

m-)珊められませ从

・ ・ずべき駄泳ょ轄

ー営の幟を正しく示してしヽる ものと認めます。

蝿糊のの幟臨果鯱当である と認めます。 〝

鋼 6年 '6月ー2日

 国⑪ォ朧號蝉
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国献軸人ヰ朧鯖蝉
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